
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２０年７月２６日                NO,６６２ 

 

    おせん桜の記念碑 

 むかし老神温泉の内楽橋を渡った 

対岸に桜の古木があり、この内楽の桜 

とよばれ、利根村の文化財の一つに 

指定されていましたが、今は枯れて 

その姿をとどめるものはありません。 

 この桜は、片品方面の人たちが根利の小出屋峠を越えて大

間々方面に向かう街道の途中にあり、桜の木の傍らに茶店が

あり、そこにはおせんというきれいな娘が働いていました。 

 春には美しい花を咲かせ、夏には日陰をつくり、茶屋とと

もに旅人のいこいの場所となっていたことから、この桜はい

つのころからか「おせん桜」とよばれるようになりました。 

 平成２５年（２０１３）におせん桜のあった場所に、旅人

のいこいの場だった当時を偲び記念碑が建てられ、二代目の

「おせん桜」として桜が植樹されました。 

       砂川の怪奇話し（オボ） 

 砂川にはむかし夜になると時々、気味の悪い赤ん坊のよう

な泣き声が聞こえ、この声は３歳以下で亡くなった子どもの

霊でオボとよばれていました。 

            オボの泣き声が聞こえた時は、着物

の裾を三寸引き裂くと泣き声は止ま

ったそうで、鷹巣では、河童淵にオ

ボが出たそうです。 

     

 

 

 
こ
ん
に
ち
は
。
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
下
で
の
危
機
克
服
と
新
し
い
未
来
」
を
主
題
と
し

た
、
２
０
２
０
年
「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
」（
骨
太
方
針
）
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
が
、

感
染
症
病
床
や
保
健
所
の
削
減
、
非
正
規
雇
用
の
拡
大
な
ど
自
民
党
が
す
す
め
て
き
た
政
策
が
危
機
を
深

刻
化
さ
せ
た
反
省
は
ま
っ
た
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

骨
太
方
針
は
、
社
会
保
障
予
算
の
「
自
然
増
」
圧
縮
や
高
齢
者
医
療
・
介
護
の
負
担
増
な
ど
を
示
し
た

２
０
１
８
年
、
２
０
１
９
年
の
骨
太
方
針
を
着
実
に
す
す
め
る
と
宣
言
す
る
な
ど
、
コ
ロ
ナ
危
機
の
克
服

よ
り
、
国
民
へ
の
負
担
増
を
推
し
す
す
め
る
姿
勢
を
鮮
明
に
し
て
い
ま
す
。 

 

コ
ロ
ナ
後
の
「
新
た
な
日
常
」
へ
の
対
応
と
し
て
骨
太
方
針
で
は
、
行
政
や
社
会
の
「
デ
ジ
タ
ル
化
の

遅
れ
」
を
強
調
し
、
個
人
情
報
を
大
企
業
の
儲
け
の
手
段
と
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

も
っ
ぱ
ら
財
界
の
要
求
に
基
づ
い
て
作
成
さ
れ
る
骨
太
方
針
に
は
、
国
民
の
苦
難
に

寄
り
添
う
対
策
は
打
ち
出
せ
ず
、
コ
ロ
ナ
危
機
を
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。 

 ２０２０年国民平和大行進が１６日、メインコースとなる沼田市役所（テ

ラス沼田）から渋川市役所にむかっておこなわれました。 

 出発式には、市長、議長、教育長も参加し、それぞれから核兵器廃絶や

平和への取り組みなどが話さ

れ、渋川市役所にむかう行進団

を激励しました。 

                    今年は新型コロナウイルスの

関係で、車で渋川市役所へと向

かい、街頭など所々で核兵器の

廃絶を訴えました。 

 栄町の東下原団地（Ｂ棟）の外壁改修や内部の改修、

屋外の排水改修などの改修工事が、６月９日から来年の

１月４日までの工期ではじまりました。 

 東下原団地（Ｂ棟）の改修工事は、一般競争入札で沼

田土建株式会社が１億９，８００万円で落札し、工事を

請け負うことになりました。 

 テラス１階の西側のスーパーが出店する予定だった場

所を多目的ホールとして活用するための工事が、８月３

１日完成予定ですすめられています。 

              工事は床を張り、エアコ

ンの設置、ステージなどを

整備し、踊りや音楽の練習、

会議などに活用することが

予定されています。 

 中小業者やフリーランスを含む個人事業者の人たちの地代や家賃を国が

支援する「家賃支援給付金」が、１４日からはじまりました。 

 「家賃支援給付金」は、資本金１０億円未満の企業やフリーランスを含

む個人事業者が対象となり、新型コロナウイルスの影響で５月以降の売り

上げが１カ月で前年同月比５０％以上減ったか、５月以降の連続する３カ

月の売り上げが３０％以上減ったことが条件となり、申請の相談等が完全

予約制でおこなわれており、事前に電話で予約してからお出かけください。

申請サポート予約窓口 電話 ０１２０－１５０－４１３  

日本共産党では、梅雨前線がもたらした豪雨災害の救

援募金に取り組んでいます。しんぶん赤旗の集金時に

お渡しいただくか、下記にご連絡ください。 

日本共産党利根沼田地区委員会 電話２３－１５１９ 


